
宝
暦
八
年
（
一
七
五
八
）
三
月
、
七
代
藩
主
佐
竹
義

明
が
三
十
代
半
ば
で
死
没
し
ま
し
た
。
五
月
に
家
督
を

継
い
だ
義
敦
は
、
満
十
歳
に
も
届
か
な
い
幼
い
藩
主
で

し
た
。
幕
府
は
大
藩
で
幼
少
の
大
名
が
家
督
相
続
し
た

場
合
、
国
目
付
と
い
う
監
察
役
人
二
名
を
派
遣
し
ま
し

た
。
国
目
付
へ
の
応
対
は
藩
の
存
続
に
関
わ
る
重
大
事

で
、
入
念
な
準
備
が
さ
れ
ま
し
た
。
藩
政
運
営
上
の
重

要
文
書
や
絵
図
も
提
出
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

秋
田
藩
で
は
、
前
回
の
国
目
付
来
訪
が
元
禄
十
六
年
（
一

七
〇
三
）
、
四
代
藩
主
佐
竹
義
格
が
家
督
を
相
続
し
た

時
で
し
た
。
宝
暦
八
年
か
ら
は
五
十
年
以
上
も
昔
で
す
。

「
国
典
類
抄
」
後
篇
賓
部
十
五
（
Ａ
Ｓ
二
〇
九
―
一
七

四
―
一
五
）
を
見
る
と
、
四
月
二
十
一
日
の
記
録
に
「
元

禄
十
六
年
御
目
付
様
御
下
リ
之
節
之
御
記
録
吟
味
可

申
」
と
あ
り
ま
す
。
秋
田
藩
は
過
去
の
記
録
の
調
査
か

ら
始
め
ま
し
た
。
そ
し
て
国
目
付
に
提
出
し
た
絵
図
の

種
類
を
確
認
し
、
実
際
の
準
備
を
始
め
ま
し
た
。

秋
田
藩
で
は
、
当
初
は
御
境
目
奉
行
に
命
じ
て
既
存

の
絵
図
を
提
出
用
に
準
備
す
る
方
針
で
し
た
。し
か
し
、

記
載
情
報
が
古
い
た
め
、
新
た
に
作
成
す
る
方
針
に
四

月
中
に
変
更
さ
れ
、
御
用
絵
師
た
ち
の
奮
闘
が
始
ま
り

ま
し
た
。
幕
府
や
藩
の
御
用
絵
師
は
、
公
的
な
絵
図
の

御
用
絵
師
、
城
下
絵
図
作
製
に
奮
闘
！

～
宝
暦
年
間
の
国
目
付
の
来
訪
～

製
作
も
仕
事
と
し
て
い
ま
し
た
。

御
用
絵
師
は
、
武
田
永
球
・
武
田
市
之
丞
・
武
田
圓

碩
・
津
村
傳
兵
衛
・
渡
部
元
機
の
五
人
で
し
た
。
し

か
し
、
前
掲
の
「
国
典
類
抄
」
で
四
月
二
十
六
日
の
記

録
を
見
る
と
、
久
保
田
・
大
館
・
横
手
の
城
絵
図
に
取

り
掛
か
っ
て
い
ま
す
が
、
「
御
絵
師
と
も
病
気
看
病
御

暇
等
有
之
手
不
足
ニ
而
中
々
以
尺
取
申
間
敷
」
と
あ
り
、

仕
事
も
進
ま
な
か
っ
た
様
子
で
す
。
そ
し
て
十
二
月
五

日
の
記
録
を
見
る
と
、
「
殊
ニ
津
村
傳
兵
衛
武
田
市
之

丞
事
ハ
老
眼
ニ
而
埒
明
不
申
」
と
あ
り
ま
す
。
五
人
の

内
二
人
が
老
眼
で
仕
事
に
支
障
が
出
た
た
め
、
残
る
三

人
に
絵
図
完
成
の
重
責
が
掛
か
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
そ
し
て
、
残
る
絵
図
の
完
成
に
必
要
な
日
数
が
試

算
さ
れ
て
い
ま
す
。
久
保
田
城
下
絵
図
二
枚
、
七
郡
新

御
絵
図
三
枚
、
さ
ら
に
久
保
田
城
内
金
之
間
の
襖
絵
の

修
復
も
合
わ
せ
て
約
五
〇
〇
日
を
必
要
と
し
ま
し
た
。

実
際
に
国
目
付
が
秋
田
を
来
訪
し
た
の
は
翌
年
七
月

二
十
六
日
で
す
。
あ
と
二
五
〇
日
足
ら
ず
の
日
数
し
か

な
く
、
御
用
絵
師
の
実
働
人
数
も
六
割
ま
で
減
っ
て
い

ま
し
た
。
追
い
詰
め
ら
れ
た
御
境
目
奉
行
は
、
絵
図
の

提
出
を
省
略
す
る
こ
と
を
願
い
出
ま
す
。
当
然
、
許
さ

れ
る
は
ず
も
な
く
、
改
め
て
厳
命
を
下
さ
れ
ま
し
た
。

「
国
典
類
抄
」
で
宝
暦
九
年
（
一
七
五
九
）
一
月
十

九
日
の
記
録
を
見
る
と
、
「
御
絵
図
御
用
絵
師
毎
日
弁

当
ニ
而
相
勤
内
々
物
入
可
有
之
壱
人
銀
百
目
宛
被
下
候

談
申
渡
候
」
と
あ
り
ま
す
。
御
用
絵
師
た
ち
が
毎
日
手

弁
当
で
勤
務
し
出
費
の
か
さ
ん
だ
こ
と
、
藩
で
特
別
手

当
の
銀
を
出
し
て
督
励
し
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

五
月
二
十
一
日
、
国
目
付
来
訪
の
二
か
月
前
に
な
っ

て
も
絵
図
は
完
成
し
ま
せ
ん
。
「
国
典
類
抄
」
に
は
、

「
御
絵
師
斗
ニ
而
者
御
間
ニ
合
兼
二
付
」
と
し
て
、「
御

日
雇
絵
師
」
五
人
に
手
伝
わ
せ
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

日
雇
い
絵
師
の
内
三
人
は
、
一
門
の
佐
竹
南
家
と
戸
村

家
や
重
臣
の
向
氏
に
仕
え
る
陪
臣
で
し
た
。
残
り
二
人

は
、
仙
北
郡
六
郷
村
（
現
・
美
郷
町
）
と
山
本
郡
能
代

町
（
現
・
能
代
市
）
に
住
む
在
野
の
絵
師
で
し
た
。
な

り
ふ
り
構
わ
ぬ
方
法
で
し
た
が
、
実
働
人
数
が
一
挙
に

八
人
に
増
え
た
こ
と
で
、
な
ん
と
か
絵
図
を
間
に
合
わ

せ
ま
し
た
。
左
の
絵
図
は
こ
の
時
作
成
さ
れ
た
一
枚
で

す
が
、
御
用
絵
師
た
ち
の
隠
れ
た
苦
労
が
記
録
か
ら
伝

わ
り
ま
す
。

【
柴
田
知
彰
】
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新
年
、
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。

本
年
も
ど
う
ぞ
公
文
書
館
及
び
古
文
書

倶
楽
部
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。



山
脇
弁
治
と
い
う
人
が
い
ま
す
。
雄
勝
郡
郡
山
村
の

肝
煎
を
勤
め
た
農
民
で
、
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
、

二
十
七
冊
の
日
記
を
残
し
ま
し
た
（
『
山
脇
弁
治
日
記
』

Ａ
二
一
四
．
九
―
三
二
―
〇
一
～
Ａ
二
一
四
．
九
―
三

二
―
二
七
）
。
そ
の
日
常
生
活
の
記
事
を
読
ん
で
い
る

と
、
地
主
で
も
あ
り
、
ま
た
酒
造
も
行
っ
て
い
た
よ
う

で
す
。
山
脇
は
几
帳
面
な
人
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
新
し

い
日
記
帳
の
冒
頭
に
は
、
わ
ざ
わ
ざ
一
年
間
の
記
事
の

要
点
を
目
次
の
よ
う
に
書
き
出
し
て
い
ま
す
。

さ
て
、
こ
の
日
記
を
こ
ま
め
に
読
ん
で
い
く
と
、
幕

末
・
維
新
期
の
農
民
の
生
活
が
い
ろ
い
ろ
な
側
面
か
ら

浮
か
び
上
が
っ
て
き
て
興
味
が
尽
き
な
い
の
で
す
が
、

面
白
い
の
は
、
日
々
の
生
活
の
記
録
の
中
に
突
然
「
書

目
の
扣
」
と
い
う
項
目
が
立
て
ら
れ
て
、
夥
し
い
数
の

書
籍
の
名
前
が
書
き
出
さ
れ
る
こ
と
で
す
。

そ
の
内
容
は
、『
大
学
解
』・
『
中
庸
解
』
・
『
近
思
録
』

な
ど
の
儒
学
関
係
の
研
究
書
や
、
『
日
本
書
紀
』
・
『
国

史
略
』
な
ど
の
歴
史
学
か
ら
、
『
采
風
集
』
・
『
五
山
堂

詩
話
』
な
ど
の
漢
詩
文
集
、『
東
海
道
名
所
図
会
』・
『
都

名
処
図
絵
』
・
『
日
本
歳
時
記
』
な
ど
の
地
誌
的
な
も

の
か
ら
、
『
諸
菜
譜
』
・
『
老
人
養
生
』
・
『
小
児
養
生
』

な
ど
と
い
う
実
用
的
な
も
の
ま
で
、
実
に
多
様
で
す
。

し
か
し
、
詳
し
く
分
析
し
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
明
言

は
で
き
ま
せ
ん
が
、
儒
学
・
漢
学
的
な
も
の
が
多
数
を

占
め
て
い
る
よ
う
で
、
い
わ
ゆ
る
草
子
物
と
い
わ
れ
る

古
文
書
こ
ぼ
れ
ば
な
し

農
民
の
蔵
書

―
『
山
脇
弁
治
日
記
』
か
ら
―

「
読
み
物
」
は
少
な
い
よ
う
で
す
。
そ
れ
で
も
、
『
太

平
記
』
・
『
源
平
盛
衰
記
』
・
『
北
条
太
平
記
』
・
『
後
太

平
記
』
・
『
続
太
平
記
』
な
ど
、
軍
記
物
は
比
較
的
目

に
つ
き
ま
す
。
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
一
月
の
「
書

目
の
扣
」
で
は
、
三
十
六
部
・
一
七
〇
冊
を
数
え
ま
す
。

こ
の
ほ
か
、
「
高
田
金
兵
衛
よ
り
達
候
品
［
高
田
ヨ

リ
得
物
］
、
五
十
四
冊
、
此
代
〆
五
百
八
十
四
匁
五
リ

ン
」
（
安
政
四
年
六
月
十
四
日
）
と
か
、
「
長
尾
新
兵

衛
へ
注
文
本
、
合
十
七
部
、
巻
〆
八
十
冊
」
（
同
五
年

一
月
十
三
日
）
、
「
馬
口
労
町
二
丁
目
山
口
屋
藤
兵
衛

へ
書
状
ニ
而
大
部
類
直
段
聞
合
候
」
（
同
前
）
な
ど
の

記
述
が
見
え
ま
す
。
こ
の
と
き
山
口
が
山
崎
屋
な
る
人

物
に
問
い
合
わ
せ
た
も
の
は
、
『
資
治
通
鑑
綱
目
』
百

四
十
八
巻
・
『
太
平
御
覧
』
千
巻
な
ど
で
、
全
体
で
一

五
〇
〇
冊
を
超
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
「
京
都
よ
り
求

め
候
書
物
」
な
ど
の
記
事
も
あ
り
、
こ
の
時
は
二
〇
両

の
代
金
を
払
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
山
脇
は
、
業
者
（
必
ず

し
も
本
屋
と
は
限
ら
な
い
）
を
通
し
て
一
括
購
入
し
て

い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
れ
が
、
彼
の
道
楽
に
類

す
る
書
癖
な
の
か
、
転
売
を
想
定
し
た
取
引
な
の
か
は

に
わ
か
に
は
断
定
で
き
ま
せ
ん
。

書
籍
の
代
金
は
、
山
崎
闇
斎
の
『
文
会
筆
録
』
六
冊

が
二
十
四
匁
、
貝
原
益
軒
の
『
和
字
解
』
一
冊
が
一
匁

八
分
と
あ
り
ま
す
。
仮
に
一
両
＝
六
〇
匁
、
一
両
＝
一

〇
万
円
と
換
算
す
る
と
、
前
者
は
約
四
万
円
と
い
う
こ

と
に
な
り
、
決
し
て
安
い
買
い
物
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
を
一
括
購
入
し
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
こ
の
よ
う

な
書
籍
の
購
入
の
形
は
か
な
り
特
異
な
も
の
と
言
え
ま

す
。
ま
た
、
読
書
の
対
象
は
人
そ
れ
ぞ
れ
と
は
言
え
、

時
代
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
戯
作
類
や
古
典
の
刊

本
な
ど
が
少
な
い
こ
と
も
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
す
。
こ

の
大
部
の
日
記
を
子
細
に
読
み
込
む
こ
と
で
、
山
脇
の

蔵
書
の
特
質
を
明
ら
か
に
で
き
れ
ば
、
と
思
い
ま
す
。

高
田
屋
金
兵
衛
か
ら
取
り
寄
せ
た
書
籍
の
一
部

【
金
森
正
也
】
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